
京 都 大 学 楽 友 会 館 規 程 新 旧 対 照 表 
改   正   前 改   正   後 

（前 略） 
（施設） 

第３条 楽友会館に、会議室、会議・講演室、多目

的室、ラウンジその他の施設を置く。 
２ 前項の施設のうち、会議室、会議・講演室及び

多目的室（以下「会議室等」という。）は、次の

各号に掲げる行事に使用するものとする。 
(1)～(3) （略） 
（後 略） 

 
 
 
別表 

京都大学楽友会館施設使用料 
施設名 面積 使用料（１時間当たり） 

（略） 
１F多目的室 １１９m２ ３，１００円 
２F会議室・講演室 （略） 

（略） 
１～４ （略） 

 
（施設） 

第３条 楽友会館に、会議室、会議・講演室、ラウ

ンジその他の施設を置く。 
２ 前項の施設のうち、会議室及び会議・講演室（以

下「会議室等」という。）は、次の各号に掲げる

行事に使用するものとする。 
 (1)～(3)  （同 左） 

 
附 則 
この規程は、令和４年４月１日から施行する。 
 

別表 
京都大学楽友会館施設使用料 
施設名 面積 使用料（１時間当たり） 

（同 左） 
 

２F会議室・講演室 
 

（同 左） 

（同 左） 

１～４ （同 左）  


